
平
成
三
十
年
六
月
四
日
提
出

質
問
第
三
四
八
号

平
成
二
十
七
年
二
月
の
加
計
学
園
理
事
長
の
総
理
大
臣
官
邸
の
訪
問
の
有
無
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書
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出

者

逢

坂

誠
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平
成
二
十
七
年
二
月
の
加
計
学
園
理
事
長
の
総
理
大
臣
官
邸
の
訪
問
の
有
無
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

「
平
成
二
十
七
年
二
月
の
加
計
学
園
理
事
長
の
総
理
大
臣
官
邸
の
訪
問
の
有
無
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
」
（
内
閣

衆
質
一
九
六
第
三
一
二
号
）
で
は
、
「
訪
問
予
約
届
は
、
訪
問
予
定
者
の
入
邸
確
認
後
、
そ
の
使
用
目
的
を
終
え
る
こ
と
に
加

え
、
こ
れ
を
全
て
保
存
す
れ
ば
個
人
情
報
を
含
ん
だ
膨
大
な
量
の
文
書
を
適
切
に
管
理
す
る
必
要
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
り
、
遅

滞
な
く
廃
棄
す
る
取
扱
い
と
し
て
い
る
」
「
平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
五
日
に
内
閣
総
理
大
臣
官
邸
に
入
邸
し
た
者
に
つ
い
て

確
認
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
」
旨
が
示
さ
れ
た
。

こ
の
答
弁
書
に
つ
い
て
疑
義
が
あ
る
の
で
、
以
下
再
質
問
す
る
。

一

「
訪
問
予
約
届
」
は
、
紙
媒
体
も
し
く
は
電
子
媒
体
の
い
ず
れ
か
。
あ
る
い
は
そ
の
両
者
の
形
で
存
在
し
て
い
る
の
か
。

二

一
に
関
連
し
て
、
紙
媒
体
も
し
く
は
電
子
媒
体
で
あ
る
と
し
て
も
、
い
ず
れ
の
媒
体
の
「
訪
問
予
約
届
」
で
も
、
「
訪
問

予
定
者
の
入
邸
確
認
後
、
そ
の
使
用
目
的
を
終
え
」
れ
ば
、
「
遅
滞
な
く
廃
棄
す
る
」
と
い
う
理
解
で
よ
い
か
。

三

「
訪
問
予
定
者
の
入
邸
確
認
後
、
そ
の
使
用
目
的
を
終
え
」
、
「
遅
滞
な
く
廃
棄
」
さ
れ
た
「
訪
問
予
約
届
」
は
、
ど
の

よ
う
に
廃
棄
さ
れ
る
の
か
。
そ
れ
は
復
元
不
可
能
で
あ
る
と
の
理
解
で
よ
い
か
。

四

あ
る
者
が
内
閣
総
理
大
臣
官
邸
に
入
邸
し
た
か
否
か
を
政
府
が
事
後
に
確
認
す
る
に
あ
た
り
、
そ
の
者
や
そ
の
者
と
接
点

一



の
あ
っ
た
方
々
の
記
憶
の
照
合
な
ど
の
方
法
は
取
り
得
る
の
か
。
ま
た
「
訪
問
予
約
届
」
を
確
認
す
る
以
外
で
、
そ
の
者
が

内
閣
総
理
大
臣
官
邸
に
入
邸
し
た
か
否
か
を
政
府
が
確
認
す
る
方
法
は
な
い
の
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

五

平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
五
日
の
安
倍
総
理
と
加
計
孝
太
郎
理
事
長
の
面
談
に
関
し
、
平
成
三
十
年
五
月
二
十
一
日
に
愛

媛
県
が
参
議
院
予
算
委
員
会
に
提
出
し
た
資
料
の
中
の
記
述
で
は
、
平
成
二
十
七
年
の
「
二
／
二
五
に
理
事
長
が
首
相
と
面

談
（
十
五
分
程
度
）
」
と
記
載
さ
れ
る
に
と
ど
ま
り
、
面
談
場
所
は
内
閣
総
理
大
臣
官
邸
と
は
特
定
さ
れ
て
い
な
い
。
平
成

三
十
年
五
月
二
十
二
日
の
記
者
会
見
で
菅
官
房
長
官
は
、
当
時
の
総
理
大
臣
官
邸
へ
の
入
邸
記
録
が
破
棄
さ
れ
て
い
る
た

め
、
面
会
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
と
説
明
し
、
「
入
邸
記
録
は
業
務
終
了
後
速
や
か
に
廃
棄
さ
れ
る
取
り
扱
い
と
な
っ
て
お

り
、
残
っ
て
い
る
か
調
査
を
行
っ
た
が
、
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
残
っ
て
い
な
か
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
面
会
記
録

や
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
表
も
「
な
い
」
と
説
明
し
た
。
官
房
長
官
は
、
な
ぜ
内
閣
総
理
大
臣
官
邸
へ
の
入
邸
記
録
を
確
認
し
た
の

か
。
平
成
二
十
七
年
二
月
二
十
五
日
の
安
倍
総
理
と
加
計
孝
太
郎
理
事
長
の
面
談
に
関
し
て
、
そ
れ
が
行
わ
れ
、
内
閣
総
理

大
臣
官
邸
で
あ
っ
た
と
い
う
予
断
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

六

愛
媛
県
が
参
議
院
予
算
委
員
会
に
提
出
し
た
資
料
の
中
の
記
述
で
い
う
と
こ
ろ
の
、
平
成
二
十
七
年
の
「
二
／
二
五
に
理

事
長
が
首
相
と
面
談
（
十
五
分
程
度
）
」
の
場
所
は
、
安
倍
総
理
の
東
京
都
内
の
私
邸
、
内
閣
総
理
大
臣
公
邸
、
そ
の
他
の

二



場
所
に
お
い
て
も
そ
の
事
実
は
な
い
の
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

三


